
　日本は世界から見てもペット大国として知られます。また近年

では高齢者の飼育率が伸びてきているというデータもあります。

そうなると「自分の財産をペットに相続させたい」なんて方も出

てくるのですが、それは可能なのでしょうか？

残念ながら原則として日本ではペットは相続人として選ぶことも

預金口座を作ることもできません。日本では動物は「人」ではな

く「モノ」としてみなされるんですね。

　ちなみに、アメリカでは資産家が自分のペットに全ての財産

（2.7 億円）を相続させた例もあります。もしも本気でペットを相

続人にしたいのであれば、アメリカに移住という最終手段もあり

ますね。

　今年６月にオープン予定のディズニーシー新エリアが話題です。

人気のアナ雪やラプンツェルをモチーフにした８番目のテーマ

ポート！総投資額は、約３２００億円、エリア拡張としてはディ

ズニーランド開園以来の最大規模です。またそれに併せて投入さ

れるのが新チケット。従来エリアに加え新エリアの全アトラクショ

ンを必ず利用できるもので、価格は通常の約 3倍。新エリア内の

ホテル宿泊者にしか販売しないので、ホテル代を含めると１人４

万円以上かかります。

　実はディズニーは２０２２年より入園者数を引き下げる戦略を

取っています。その分、高付加価値を提供することで客単価を上

げているんですね。完成が待ち遠しいです。

　ある調査では「日本は衰退している」と感じている日本人は約

７割いるそうです。２０１６年の調査では約４割だったのが８年

で１．７倍に増加した計算です。

　物価高騰や政権与党の裏金疑惑など、不安を感じている出来事

が続いている昨今、将来へ希望を持てなくなっている人が増えて

いるのかもしれません。しかし一方では、世界６０ヵ国を対象に

した「国家ブランドランキング」で日本は第一位になりました。

日本は「製品の信頼度」や「他のどの場所とも異なる」という点

において国外から高い評価を得ているんです。こうした点にも目

を向け、もっと自国に自信を持てるようになりたいですね。

＊簿価残高方式で管理（枠の再利用が可能）

正しく理解しないと思わぬ落とし穴も…よくある誤解を解消！

そもそも銀行では個別株式の売買はできません。

証券会社においても取扱いの無い機関も多く確認が必要です。

ＮＩＳＡ口座の金融機関は原則年１回変更ができます。

ただし度々変更すると資産が分散して管理が大変になります。

生活費や教育費として渡すお金は問題ありませんが、投資用の資金は贈与税の課税

対象になります。年間１１０万円の基礎控除を超える場合は注意が必要です。

成長投資枠では外国株が買える！？

一度開設した口座は変更できない！？

夫のお金で妻がＮＩＳＡ運用できる！？

海外に引っ越す場合、制度上は５年間継続できます。ただ任意措置のため対応

していない金融機関も多いです。事前に確認しておくことが重要です。

海外転勤後もＮＩＳＡは継続して使える！？

つみたて投資枠

１２０万円

１８００万円 （内成長投資枠は１２００万円まで）

無期限化

恒久化

１８歳以上

＊現行のつみたてＮＩＳＡ対象商品と同様

２０２３年末までに現行の一般ＮＩＳＡ及びつみたてＮＩＳＡ制度において投資
した商品は、新しい制度の外枠で、現行制度における非課税措置を適用

積立・分散投資に適している　　　
金融庁が認可した投資信託やＥＴＦ

上場株式・投資信託　　
上場ＲＥＩＴ・ＥＴＦなど

恒久化

無期限化

２４０万円年間投資枠

非課税保有期間

非課税保有限度額

口座開設期間

投資対象商品

対象年齢

現行制度との関係

成長投資枠併用可

＊現行制度から新しい制度へのロールオーバーは不可

＊一部、毎月分配型やレバレッジ投信は除外

新NISA 資産運用が必須な時代到来

・ 非課税保有期間の無期限化
・ 口座開設期間の恒久化
・ つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能
・ 年間投資枠の拡大 最大３６０万円まで投資可能
・ 非課税保有限度額は全体で１８００万円

ここが変わった新NISA

ペットに相続！？ ディズニーの戦略

新ＮＩＳＡの基本

自信がもてない日本人

毎月分配型やレバレッジがある投資信託・ETF等は購入不可。

投資のリスクは予測困難！あくまでも無理ない金額で長期に運用することが大切。

新NISAにおける生涯投資枠の復活は、売却した年の翌年になります。

新NISAで米国株、米国 ETFを購入した際は配当への米国課税は非課税にならない。

投資期間は長期に及びます。一喜一憂も想定内とし精神的に穏やかに運営を続けることが大切。

投資そのものにはリスクがある。自己責任であることは確かです。知識と思い切りも必要です。

漠然と投資をするのではなく、目的と目標を持ち、いざという時の対処法を事前に用意しておく。

つみたて投資枠と成長投資枠に買えない商品もある

非課税期間無期限のメリットは長期運用が鉄則

生涯投資枠の復活は、 売却してもすぐに復活するわけではない

米国株やETFの配当への米国課税分は非課税にはならない

非課税枠が大きいからといって無理な満額投資はすべきではない

自由度は上がった！でもそれは自分で判断する場面が増えたということ

投資をやる以上、 元本割れのリスクはある

覚えておくべきＮＩＳＡの注意点

そもそもＮＩＳＡとは･･･ です
株式や投資信託で利益を上げて受け取ると約２０％の税金がかかります。NISAは

簡単に言うと税金が発生しない制度です。イギリスの ISAをモデルにした日本版

ISAとして誕生した制度です。

税制優遇制度

Financial Columns ファイナンシャルコラム

お金とモノの価値の変化

意外と間違えやすいウィンカー

児童手当の改定

ベストプランニングがメットライフの
マグネットエージェンシーに認定されました
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